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【個別注記表】 
 
 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 
 重要な会計方針 
1. 商品有価証券の評価基準及び評価方法 
 商品有価証券の評価は、決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法
により算定）により行っております。 
2. 有価証券の評価基準及び評価方法 
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法 
(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券について
は原則として決算日の市場価格等に基づく時価法 (売却原価は移動平均法により算定)、
ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法によ
る原価法により行っております。 
 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理してお
ります。 

（2）有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用さ
れている有価証券の評価は、時価法により行っております。 

3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
 デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 
4. 固定資産の減価償却の方法 
（1）有形固定資産（リース資産を除く） 
 有形固定資産は、定率法を採用しております。 
 また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建   物 19～50年
そ の 他 ３～20年

（2）無形固定資産（リース資産を除く） 
 無形固定資産は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアにつ
いては、行内における利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。 

（3）リース資産 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資
産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価
保証額とし、それ以外のものは零としております。 

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
 外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 
6. 引当金の計上基準 
（1）貸倒引当金 
 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま
す。 
 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、｢破綻先」
という｡）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、｢実質破綻先」とい
う｡）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価
額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を
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計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能
性が大きいと認められる債務者（｢破綻懸念先」という｡）に係る債権については、債
権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
のうち、必要と認める額を計上しております。 
 貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額から担保評価額等を控除した純与信額
が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッ
シュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フ
ローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を
貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 
 上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実
績率等に基づき計上しております。 
 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、
当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 
 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から
担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見
込額として債権額から直接減額しており、その金額は4,333百万円であります。 

（2）役員賞与引当金 
 役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給
見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。 

（3）退職給付引当金 
 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要と認められる額を計上しております。な
お、退職給付信託を設定しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給
付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によ
っております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであ
ります。 
過 去 勤 務 費 用 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数 

(３年) による定額法により損益処理 
数理計算上の差異 各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定

の年数 (10年) による定額法により按分した額を、それぞ
れ発生の翌事業年度から費用処理 

（4）偶発損失引当金 
 偶発損失引当金は、業務上発生する可能性のある偶発損失を見積もり、必要と認め
られる額を計上しております。 

（5）睡眠預金払戻損失引当金 
 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻
請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認めら
れる額を計上しております。 
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7. ヘッジ会計の方法 
（1）金利リスク・ヘッジ 
 金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行業にお
ける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会計士協
会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日。以下「業種別監査委員会報告
第24号」という｡）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方
法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金
等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングの
うえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについて
は、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価を
しております。 

（2）為替変動リスク・ヘッジ 
 外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、
｢銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本
公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日｡）に規定する繰
延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債
務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び資金関連スワップ
取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手
段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評
価しております。 

8. 消費税等の会計処理 
 消費税及び地方消費税（以下、｢消費税等」という｡）の会計処理は、税抜方式によっ
ております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計
上しております。 

 
 会計方針の変更 
（｢企業結合に関する会計基準」等の適用） 
 ｢企業結合に関する会計基準｣（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業
結合会計基準」という｡）及び「事業分離等に関する会計基準｣（企業会計基準第７号 平
成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という｡）等を当事業年度から適用し、取
得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当
事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得
原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変更
いたします。 
 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）及び事業分
離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首
時点から将来にわたって適用しております。 
 なお、当事業年度において、計算書類に与える影響額はありません。 
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 注記事項 
（貸借対照表関係） 
1. 関係会社の株式総額      1,135百万円 
2. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）及び消費寄託契約により貸し付けている有価
証券が、国債、地方債及び商品有価証券に合計4,972百万円含まれております。 

3. 貸出金のうち、破綻先債権額は115百万円、延滞債権額は31,839百万円であります。 
 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその
他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計
上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」と
いう｡）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イから
ホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 
 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営
再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であり
ます。 
4. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 
 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月
以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 
5. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は14,186百万円であります。 
 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、
金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる
取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないも
のであります。 
6. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額
は46,141百万円であります。 
 なお、上記３．から６．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 
7. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。
これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で
自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、7,051百万円であります。 

8. ローン・パーティシペーションで、｢ローン・パーティシペーションの会計処理及び
表示｣（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号 平成26年11月28日）に基づ
いて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、貸借対照表計
上額は、25,836百万円であります。 

9. 担保に供している資産は次のとおりであります。 
担保に供している資産 
有価証券 145,668百万円 
担保資産に対応する債務 
預金 8,109百万円 
債券貸借取引受入担保金 53,649百万円 
借用金 20,000百万円 

 上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券30,659百万円を差し入れて
おります。 
 また、その他の資産には、保証金531百万円が含まれております。 

10. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の
申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額
まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残
高は、453,682百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時
期に無条件で取消可能なものが448,286百万円あります。 
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 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実
行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではあ
りません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事
由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をする
ことができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基
づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じて
おります。 

11. 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用
の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評
価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価
差額金」として純資産の部に計上しております。 
再評価を行った年月日 平成10年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）
第２条第４号に定める地価税法上の路
線価等に基づいて、奥行価格補正等合
理的な調整を行って算出。 

同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価の合
計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 15,202百万円 

12. 有形固定資産の減価償却累計額 35,115百万円 
13. 有形固定資産の圧縮記帳額 1,273百万円 
14. ｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によ
る社債に対する当行の保証債務の額は3,521百万円であります。 

15. 関係会社に対する金銭債権総額 10,218百万円 
16. 関係会社に対する金銭債務総額 10,598百万円 
17. 銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 
 剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第４項（資本金の額及び準備金の額）
の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に５分の１を乗じて
得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。 
 当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金及び資本準備金の計上はあり
ません。 
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 （損益計算書関係） 
 関係会社との取引による収益
 資金運用取引に係る収益総額 64百万円
 役務取引等に係る収益総額 76百万円
 その他業務・その他経常取引に係る収益総額 17百万円

 関係会社との取引による費用
 資金調達取引に係る費用総額 1百万円
 役務取引等に係る費用総額 593百万円
 その他業務・その他経常取引に係る費用総額 1,755百万円  

 （株主資本等変動計算書関係） 
 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株） 

 当事業年度期首
株 式 数

当事業年度増加
株 式 数

当事業年度減少
株 式 数

当事業年度末 
株 式 数 摘 要 

自己株式   
 普通株式 2,291 67 3 2,356 （注） 
 合 計 2,291 67 3 2,356  
（注）変動理由の概要 

 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 
単元未満株式の買取りによる増加 67千株

 減少株式数の内訳は、次のとおりであります。 
単元未満株式の買増しによる減少 3千株
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 （有価証券関係） 
 貸借対照表の「有価証券」のほか、｢商品有価証券」が含まれております。 
1. 売買目的有価証券（平成28年３月31日現在）  

 当事業年度の損益に含まれた評価差額(百万円)
売買目的有価証券 0

 2. 満期保有目的の債券（平成28年３月31日現在） 
 

 種類 貸借対照表計上額
（百万円）

時 価
（百万円）

差 額 
（百万円） 

時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの 

国債 76,804 91,644 14,839 
地方債 ― ― ― 
短期社債 ― ― ― 
社債 18,164 19,373 1,208 
その他 ― ― ― 
小計 94,969 111,017 16,047 

時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの 

国債 ― ― ― 
地方債 ― ― ― 
短期社債 ― ― ― 
社債 ― ― ― 
その他 ― ― ― 
小計 ― ― ― 

合 計 94,969 111,017 16,047 
 3. 子会社及び子法人等株式（平成28年３月31日現在） 

 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社及び子法人等株式  
 貸借対照表計上額

（百万円）
子会社及び子法人等株式 1,135
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4. その他有価証券（平成28年３月31日現在） 
 

 種類 貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差 額 
（百万円） 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

株式 20,462 11,644 8,818 
債券 739,113 719,263 19,850 
 国債 448,164 434,038 14,125 
 地方債 132,193 128,832 3,360 
 短期社債 ― ― ― 
 社債 158,755 156,392 2,363 
その他 164,342 158,110 6,231 
 外国債券 130,038 127,798 2,240 
 その他 34,303 30,312 3,991 
小計 923,919 889,018 34,900 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの 

株式 7,055 9,246 △2,191 
債券 5,004 5,078 △74 
 国債 3,176 3,236 △59 
 地方債 ― ― ― 
 短期社債 ― ― ― 
 社債 1,827 1,842 △15 
その他 45,056 46,493 △1,437 
 外国債券 24,728 24,876 △148 
 その他 20,327 21,616 △1,288 
小計 57,115 60,819 △3,703 

合 計 981,035 949,837 31,197 
 （注）時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券  

 貸借対照表計上額
（百万円）

株式 1,637
その他 510
合計 2,147

    これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
られることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。  
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5. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成27年４月１日 至 平成28年３
月31日）  

 売却額
（百万円）

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 2,006 472 152 
債券 209,288 661 1,476 
国債 172,192 647 1,472 
地方債 15,166 0 3 
短期社債 ― ― ― 
社債 21,928 14 0 

その他 31,180 943 75 
外国債券 27,443 271 40 
その他 3,736 671 34 

合計 242,475 2,077 1,704 
 6. 減損処理を行った有価証券 
 売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）
については、①時価が取得原価に比べて50％以上下落している場合、又は、②時価が取
得原価に比べて30％以上50％未満下落している場合で、有価証券発行会社の財務状況
や過去の時価の推移等を勘案し、時価の回復可能性があると認められる場合を除き、当
該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として
処理（以下「減損処理」という｡）しております。 
 当事業年度における減損処理額は、５百万円（うち株式５百万円）であります。 

 
 （金銭の信託関係） 
 運用目的の金銭の信託（平成28年３月31日現在）  

 貸借対照表計上額
（百万円）

当事業年度の損益に含まれた評価差額
（百万円） 

運用目的の金銭の信託 1,999 ― 
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 （税効果会計関係） 
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりで
あります。 
繰延税金資産  
  貸倒引当金 6,748百万円 
  退職給付引当金 1,736百万円 
  減価償却 448百万円 
  株式有税償却 955百万円 
  繰延ヘッジの時価会計に係るもの 814百万円 
  その他 738百万円 
繰延税金資産小計 11,442百万円 
評価性引当額 △ 5,054百万円 
繰延税金資産合計 6,388百万円 
繰延税金負債  
  固定資産圧縮積立額 △ 67百万円 
  その他有価証券評価差額金 △ 9,502百万円 
繰延税金負債合計 △ 9,570百万円 
繰延税金資産の純額 △ 3,182百万円 

2. ｢所得税法等の一部を改正する法律｣（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一
部を改正する等の法律｣（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、
平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げが行われることとな
りました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率
は従来の32.0％から、平成28年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４月１日に
開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7％に、平成30年４月
１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.4％となりま
す。この税率変更により、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した額）が
186百万円、繰延ヘッジ損益が46百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が
502百万円、法人税等調整額が269百万円それぞれ増加しております。再評価に係る繰
延税金負債は288百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。土地特別
積立金は３百万円減少し、固定資産圧縮積立金は同額増加しております。 
 また、欠損金の繰越控除制度が平成28年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控
除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年４月１日以後に開始する事業年度
から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年４月１日以後に開始す
る事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正される
ことになりましたが、当行においては繰越欠損金がないため影響はありません。 
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 （関連当事者との取引） 
 子会社及び子法人等  

属性 会社等
の名称

議決権の所有
（被所有） 
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 
期末残高
（百万円）

子法人等 
長崎保証
サービス
株式会社 

所有 
直接 5.00 
間接 40.17 

貸出金の被保
証（注１） 
役員の兼任 

当行の住宅ロ
ーン債権等に
対する被保証
（注２） 

312,923
（注３） ― ― 

 （注）1. 当行は、長崎保証サービス株式会社より、住宅ローン債権等に対する保証を受けて
おります。 
2. 保証条件は、保証対象となっている住宅ローン等の信用リスクを勘案し、決定して
おります。 
3. 取引金額は、当事業年度末の被保証残高を記載しております。 
 

 （１株当たり情報） 
１株当たりの純資産額 898円75銭
１株当たりの当期純利益金額 38円36銭
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【連結注記表】 
 
 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
 子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の
２に基づいております。 
 
会計方針に関する事項 
（1）商品有価証券の評価基準及び評価方法 
  商品有価証券の評価は、連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動
平均法により算定）により行っております。 

（2）有価証券の評価基準及び評価方法 
(イ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価
法 (定額法)、その他有価証券については原則として連結決算日の市場価格等に基
づく時価法 (売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極
めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っており
ます。 
 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理し
ております。 

(ロ) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運
用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。 

（3）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
  デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 
（4）固定資産の減価償却の方法 
① 有形固定資産（リース資産を除く） 
  当行の有形固定資産は、定率法を採用しております。 
  また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建   物 19～50年
そ の 他 ３～20年

  連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数
に基づき、主として定率法により償却しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 
  無形固定資産は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主と
して５年）に基づいて償却しております。 

③ リース資産 
  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定
資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しており
ます。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは
当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。 

（5）貸倒引当金の計上基準 
  当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上して
おります。 

  破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、｢破綻先」
という｡）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、｢実質破綻先」とい
う｡）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価
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額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を
計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能
性が大きいと認められる債務者（以下、｢破綻懸念先」という｡）に係る債権について
は、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ
の残額のうち、必要と認める額を計上しております。 

  貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額から担保評価額等を控除した純与信額
が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッ
シュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フ
ローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を
貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）により計上しております。 

  上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実
績率等に基づき計上しております。 

  すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、
当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

  なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から
担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見
込額として債権額から直接減額しており、その金額は4,333百万円であります。 

  連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実
績率等を勘案して必要と認められる額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個
別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。 

（6）役員賞与引当金の計上基準 
  役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給
見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

（7）偶発損失引当金の計上基準 
  偶発損失引当金は、業務上発生する可能性のある偶発損失を見積もり、必要と認め
られる額を計上しております。 

（8）睡眠預金払戻損失引当金の計上基準 
  睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻
請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認めら
れる額を計上しております。 

（9）利息返還損失引当金の計上基準 
  利息返還損失引当金は、利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息等の返還請求
に備えるため必要と認められる額を計上しております。 

（10）退職給付に係る会計処理の方法 
  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰
属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、退職給付信託を設
定しております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のと
おりであります。 
過 去 勤 務 費 用 その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数 

(３年) による定額法により損益処理 
数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の

一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、
それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理 

  なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に
係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用してお
ります。 
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（11）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
  当行の外貨建資産・負債は、連結決算日の為替相場による円換算額を付しておりま
す。 

  連結される子会社及び子法人等については、該当ありません。 
（12）リース取引の処理方法 
（貸手側） 
  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じた会
計処理によっておりますが、リース取引開始日が平成20年４月１日前に開始する連
結会計年度に属する所有権移転外ファイナンス・リース取引については、｢リース
取引に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第16号 平成19年３月
30日）第81項に基づき、平成20年３月末における固定資産の適正な帳簿価額（減
価償却累計額控除後）をリース投資資産の期首帳簿価額として計上しており、利息
相当額については、その総額を残存リース期間中の各期に定額で配分しております。
なお、同適用指針第80項を適用した場合に比べ、税金等調整前当期純利益は２百万
円多く計上されております。 

（13）リース取引の収益及び費用の計上基準 
  ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準はリース料受取時に売上高と売上
原価を計上する方法によっております。 

（14）重要なヘッジ会計の方法 
（イ）金利リスク・ヘッジ 
  当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、｢銀行
業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い｣（日本公認会
計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日。以下「業種別監査委
員会報告第24号」という｡）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性
評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預
金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグ
ルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定する
ヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証によ
り有効性の評価をしております。 

  連結される子会社及び子法人等については、該当ありません。 
（ロ）為替変動リスク・ヘッジ 
  当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方
法は、｢銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱
い｣（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日｡）に
規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨
建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び資
金関連スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等
に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより
ヘッジの有効性を評価しております。 

  連結される子会社及び子法人等については、該当ありません。 
（15）消費税等の会計処理 
  当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式によっております。 
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 会計方針の変更 
（｢企業結合に関する会計基準」等の適用） 
 ｢企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業
結合会計基準」という｡)、｢連結財務諸表に関する会計基準｣（企業会計基準第22号 平成
25年９月13日。以下「連結会計基準」という｡）及び「事業分離等に関する会計基準｣ 
(企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という｡) 等を
当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社及び子法人等に対する当行
の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連
結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首
以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の
見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更いたし
ます。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示
の変更を行っております。 
 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項 (４)、連結会計
基準第44－５項（４）及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱
いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。 
 なお、当連結会計年度において、連結計算書類に与える影響額はありません。 
 

 未適用の会計基準等 
 ｢繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針｣（企業会計基準適用指針第26号 平成28
年３月28日） 
（1）概要 
 本適用指針は、主に日本公認会計士協会 監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収
可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能
性に関する指針について基本的にその内容を引き継いだ上で、一部見直しが行われたもの
です。 

（2）適用予定日 
 当行は、当該適用指針を平成 28年４月１日に開始する連結会計年度の期首から適用する
予定であります。 

（3）当該会計基準等の適用による影響 
 当該適用指針の適用による影響は、評価中であります。 
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 注記事項 
 （連結貸借対照表関係） 
1. 無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）及び消費寄託契約により貸し付けている有価
証券が、国債、地方債及び商品有価証券に合計4,972百万円含まれております。 

2. 貸出金のうち、破綻先債権額は207百万円、延滞債権額は32,404百万円であります。 
 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその
他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計
上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」と
いう｡）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイか
らホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 
 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営
再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であり
ます。 

3. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はありません。 
 なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月
以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

4. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は14,186百万円であります。 
 なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、
金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる
取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないも
のであります。 

5. 破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額
は46,799百万円であります。 
 なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

6. 手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しております。
これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で
自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は7,051百万円であります。 
7. ローン・パーティシペーションで、｢ローン・パーティシペーションの会計処理及び
表示｣（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第３号 平成26年11月28日）に基づ
いて、原債務者に対する貸出金として会計処理した参加元本金額のうち、連結貸借対照
表計上額は、25,836百万円であります。 

8. 担保に供している資産は次のとおりであります。 
担保に供している資産 
 有価証券 145,668百万円
 リース投資資産 2,701百万円
担保資産に対応する債務 
 預金 8,109百万円
 債券貸借取引受入担保金 53,649百万円
 借用金 21,991百万円

 上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券30,659百万円を差し入れて
おります。 
 また、その他資産には、保証金531百万円が含まれております。 
9. 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の
申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額
まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残
高は、471,024百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時
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期に無条件で取消可能なものが465,627百万円あります。 
 なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実
行残高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシ
ュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の
変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及
び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができ
る旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証
券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づ
き顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じてお
ります。 

10. 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、当行及
び一部子会社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係
る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し
た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 
 再評価を行った年月日 平成10年３月31日 
同法律第３条第３項に定める再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布政令第119号）
第２条第４号に定める地価税法上の路
線価等に基づいて、奥行価格補正等合
理的な調整を行って算出。 

 同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価
の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 15,256百万円 

11. 有形固定資産の減価償却累計額 35,957百万円 
12. 有形固定資産の圧縮記帳額 1,273百万円 
13. ｢有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によ
る社債に対する保証債務の額は3,521百万円であります。 
 

 （連結損益計算書関係） 
1. ｢その他の経常収益」には、償却債権取立益200百万円を含んでおります。 
2. ｢その他の経常費用」には、貸出金償却42百万円、株式等売却損187百万円及び株式
等償却65百万円を含んでおります。 
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 （連結株主資本等変動計算書関係） 
1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（単位：千株） 

 当連結会計年度期首
株 式 数

当連結会計年度増加
株 式 数

当連結会計年度減少
株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数 摘 要 

発行済株式   
 普通株式 173,717 ― ― 173,717  
 合 計 173,717 ― ― 173,717  
自己株式   
 普通株式 2,291 67 3 2,356 （注） 
 合 計 2,291 67 3 2,356  
（注）変動理由の概要 

 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 
単元未満株式の買取りによる増加 67千株

 減少株式数の内訳は、次のとおりであります。 
単元未満株式の買増しによる減少 3千株

2. 配当に関する事項 
（1）当連結会計年度中の配当金支払額  

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
の 配 当 額 基  準  日 効力発生日 

平成27年６月23日 
定時株主総会 普通株式 1,028百万円 ６円00銭 平成27年３月31日 平成27年６月24日

平成27年11月９日 
取締役会 普通株式 514百万円 ３円00銭 平成27年９月30日 平成27年12月10日

合    計  1,542百万円   
 （2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度
の末日後となるもの  

決議予定 株式の 
種 類 

配当金の
総  額

配当の
原 資

１株当たり
の 配 当 額 基  準  日 効力発生日 

平成28年６月23日 
定時株主総会 普通株式 1,028百万円 利益剰余金 ６円00銭 平成28年３月31日 平成28年６月24日
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 （金融商品関係） 
1. 金融商品の状況に関する事項 
（1）金融商品に対する取組方針 

当行グループは、預金業務及び貸出金業務、有価証券投資業務等の金融サービス事
業を行っております。また必要に応じ、社債の発行等による資金調達も一部行ってお
ります。このように、主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているた
め、金利変動による不利な状況が生じないように、当行では資産及び負債の総合的管
理（ALM）を行っております。その一環として、デリバティブ取引も行っております。 

（2）金融商品の内容及びそのリスク 
当行グループが保有する金融資産は、主として貸出金及び市場性のある国債等の債

券や株式等の有価証券であります。従って、貸出金については、債務不履行によって
生じる信用リスク及び市場金利の変動に伴い資産価値又は資金利益の減少が発生する
可能性のある金利変動リスクを内包しております。また、有価証券については、市場
金利や有価証券価格の変動に伴い資産価値又は資金利益の減少が発生する可能性のあ
る金利変動リスク及び価格変動リスクのほか、発行体の信用リスクを内包しておりま
す。 
なお、固定金利貸出金の一部、外貨建債券の一部及び定期預金の一部については、

金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。外貨建債券に
ついては、為替変動リスクを内包しておりますが、通貨スワップ取引及び為替スワッ
プ取引を行うことにより当該リスクを回避しております。また、これらの固定金利貸
出金、外貨建債券及び定期預金をヘッジ対象とし、金利スワップ取引、通貨スワップ
取引をヘッジ手段としてヘッジ会計を適用しております。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 
① 信用リスクの管理 

当行グループは、信用リスクに関する管理諸規定に基づき、信用供与について、
与信審査、与信限度額管理、信用格付、保証や担保の設定等、与信管理に関する
体制を整備し運営を行っております。これらの与信管理は、主に営業店及び審査
部において行われ、また、定期的に経営陣による審議会や信用リスク管理部会を
開催し、審議・報告を行っております。 
なお、与信管理の状況については、監査部によるチェックが行われております。 

② 市場リスクの管理 
   (ⅰ)金利リスクの管理 

当行グループは、ALM経営会議規程及びリスク管理に関する諸規定に基づき、
ALM経営会議及びリスク管理会議において金利リスクの管理を行っており、固定
金利資産・負債のヘッジ方針決定、金利ストレステストの実施、金利リスク量の
計測・分析及び報告を行っております。 

   (ⅱ)為替リスクの管理 
当行グループは、市場リスクに関する諸規定に基づき為替リスクの管理を行っ

ております。当行グループが保有する外貨建取引による資産及び負債については、
為替レートの変動の影響を受けますが、外国為替持ち高は売持・買持均衡を基本
に調整を行っており、収益への影響は限定的なものとなっております。 

   (ⅲ)価格変動リスクの管理 
当行グループは、市場リスクに関する諸規定に基づき価格変動リスクの管理を

行っております。有価証券運用については、ALM経営会議において半期ごとに決
定する有価証券の投資計画及び運営方針に基づき実施しております。実際の運用
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においては、事前審査、継続的なモニタリング、また取引種類ごとに運用限度
額・保有基準を設定する等の方法を通じて、価格変動リスクの軽減を図っており
ます。 

   (ⅳ)デリバティブ取引 
デリバティブ取引は、ヘッジ及びアウトライト等の目的で実施しておりますが、

取引の執行、ヘッジの有効性検証、事務管理に関する部門をそれぞれ分離し内部
牽制を確立したうえで、リスク管理に関する諸規定に基づき管理を行っておりま
す。 

   (ⅴ)市場リスクに係る定量的情報 
当行において、主要なリスク変数である金利リスク及び価格変動リスクの影響

を受ける主たる金融商品は、｢預金｣、｢貸出金｣、市場性のある債券や株式等の 
｢有価証券」及び金利スワップ取引等の「デリバティブ取引」であります。 
当行ではこれら金融資産及び金融負債の市場リスク量をVaR（バリュー・アッ

ト・リスク）により計測しており、リスク管理会議及びALM経営会議において、
リスクテイク・リスクヘッジ方針の判断指標の一つとするなど、金利リスク及び
価格変動リスクに係る定量的分析に利用しております。VaRの算定にあたっては、
分散・共分散法（保有期間125営業日 (売買目的有価証券20営業日)、信頼水準
99％、観測期間250営業日）を採用の上、リスクカテゴリー間の相関を一部考慮
し算出しております (前連結会計年度末の分散・共分散法における保有期間は、
売買目的有価証券20営業日／その他有価証券60営業日 (政策目的除く)／子会社
及び子法人等株式・政策目的株式125営業日／満期保有目的債券・預貸金等250
営業日、信頼水準と観測期間は当連結会計年度末と同様)。 
平成28年３月31日現在における当行全体の市場リスク量は、全体で36,582百

万円（うち金利リスク量17,386百万円、うち株式リスク量21,859百万円）であ
ります。 
なお、計測されたVaRの値については、バックテストによる検証を定期的に実

施しております。バックテスティングの結果、使用するリスク計測モデルは十分
な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えておりますが、VaRは過去の
相場変動をベースとして統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計
測しているため、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下において
は、リスクを捕捉できない場合があります。 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ
ります。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項 
平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の

とおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等
は、次表には含めておりません ((注２) 参照)。また、｢連結貸借対照表計上額」の重要
性が乏しい科目については、記載を省略しております。 

（単位：百万円）  
 連結貸借対照表

計上額 時  価 差  額 

(1) 現金預け金 149,042 149,042 ― 
(2) 有価証券 1,076,010 1,092,058 16,047 
  満期保有目的の債券 94,969 111,017 16,047 
  その他有価証券 981,041 981,041 ― 
(3) 貸出金 1,521,771  
  貸倒引当金 (※１) △18,827  
 1,502,943 1,532,948 30,005 
(4) リース債権及びリース投資資産 14,199  
  貸倒引当金 (※１) △20  
 14,178 13,640 △537 
資産計 2,742,175 2,787,690 45,515 
(1) 預金 2,423,720 2,423,848 △128 
(2) 譲渡性預金 69,883 69,883 ― 
(3) コールマネー及び売渡手形 27,606 27,606 ― 
(4) 債券貸借取引受入担保金 53,649 53,649 ― 
(5) 借用金 35,361 35,401 △39 
負債計 2,610,221 2,610,389 △168 
デリバティブ取引 (※２)  
 ヘッジ会計が適用されていないもの 1,142 1,142 ― 
 ヘッジ会計が適用されているもの (2,957) (2,957) ― 
デリバティブ取引計 (1,814) (1,814) ― 

 （※１） 貸出金及びリース債権及びリース投資資産に対応する一般貸倒引当金及び個
別貸倒引当金を、それぞれ控除しております。 

（※２） その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しており
ます。 
 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、
合計で正味の債務となる項目については、( ) で表示しております。 
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（注１） 金融商品の時価の算定方法 
  資 産 
 
（1）現金預け金 

満期のない預け金及び約定期間が短期間（１年以内）の預け金について
は、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 

（2）有価証券 
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示さ

れた価格によっております。 
自行保証付私募債は、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を金利

スワップのレートに債務者区分ごとの信用スプレッドを上乗せした利率で割
引いた現在価値により算定しております。 
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券

関係)」に記載しております。 
（3）貸出金 

貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するた
め、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利に
よるものは、貸出金の種類及び債務者区分、期間に基づく区分ごとに、元利
金の合計額をスワップレートに債務者区分ごとの信用スプレッドを上乗せし
た利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、約定期間が短
期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。 
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、

見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額
等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における連
結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額と近似
しており、当該価額を時価としております。 
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、

返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等か
ら、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価
としております。 

（4）リース債権及びリース投資資産 
リース債権及びリース投資資産については、リース料債権について種類

及び債務者区分、期間に基づく区分ごとに元利金の合計額から維持管理費相
当額を控除した額を、債務者区分ごとに同様の新規取引を行った場合に想定
される運用利回りで割り引いた現在価値により算定しております。 

  負 債 
 
（1）預金、及び（2）譲渡性預金 

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価
額）を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごと
に区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定してお
ります。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いて
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おります。なお、預入期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 

（3）コールマネー及び売渡手形、及び（4）債券貸借取引受入担保金 
これらは、約定期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近

似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 
（5）借用金 

借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合
計額を、金利スワップのレートで割り引いて現在価値を算定しております。 

 
  デリバティブ取引 
 
デリバティブ取引は、金利関連取引 (金利スワップ)、通貨関連取引（通貨

スワップ等）であり、割引現在価値により算定した価額によっております。 
 

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照
表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産（2）その他
有価証券」には含まれておりません。 

（単位：百万円） 
 

区 分 連結貸借対照表計上額 
①非上場株式 (※１) (※２) 1,914 
②組合出資金 (※３) 510 

合 計 2,424 
 （※１） 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから時価開示の対象とはしておりません。 
（※２） 当連結会計年度において、非上場株式について59百万円減損処理を行ってお

ります。 
（※３） 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて

困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とは
しておりません。 
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（注３） 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額 
（単位：百万円） 

 
 １年以内１ 年 超

３年以内
３ 年 超
５年以内

５ 年 超
７年以内

７ 年 超 
10年以内 10年超

預け金 104,215 ― ― ― ― ―
有価証券  
 満期保有目的の債券 8,275 8,269 3,122 7,185 24,282 43,834
 その他有価証券の 
 うち満期があるもの 199,588 245,437 207,578 93,846 89,940 45,767
貸出金（※） 436,164 274,133 217,492 125,147 144,733 244,579
リース債権及びリース投資資産 4,510 6,613 2,652 376 46 ―

合 計 752,754 534,453 430,846 226,555 259,002 334,181
 （※） 貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、返済予定

額が見込めない31,479百万円、期間の定めの無いもの48,040百万円は含めてお
りません。 

 
（注４） 借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額 

（単位：百万円） 
 

 １年以内 １ 年 超
３年以内

３ 年 超
５年以内

５ 年 超
７年以内

７ 年 超 
10年以内 10年超

預金（※） 2,305,001 103,678 15,040 ― ― ―
譲渡性預金 69,883 ― ― ― ― ―
コールマネー及び売渡手形 27,606 ― ― ― ― ―
債券貸借取引受入担保金 53,649 ― ― ― ― ―
借用金 25,594 7,311 2,300 106 48 ―

合 計 2,481,735 110,989 17,341 106 48 ―
 （※）預金のうち、要求払預金については、｢１年以内」に含めて開示しております。 
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（有価証券関係） 
連結貸借対照表の「有価証券」のほか、｢商品有価証券」が含まれております。 
1. 売買目的有価証券（平成28年３月31日現在）  

 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円)
売買目的有価証券 0

 2. 満期保有目的の債券（平成28年３月31日現在） 
 

 種類 連結貸借対照表
計上額(百万円)

時 価
（百万円）

差 額 
（百万円） 

時価が連結貸
借対照表計上
額を超えるも
の 

国債 76,804 91,644 14,839 
地方債 ― ― ― 
短期社債 ― ― ― 
社債 18,164 19,373 1,208 
その他 ― ― ― 
小計 94,969 111,017 16,047 

時価が連結貸
借対照表計上
額を超えない
もの 

国債 ― ― ― 
地方債 ― ― ― 
短期社債 ― ― ― 
社債 ― ― ― 
その他 ― ― ― 
小計 ― ― ― 

合 計 94,969 111,017 16,047 
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3. その他有価証券（平成28年３月31日現在） 
 

 種類 連結貸借対照表
計上額(百万円)

取得原価
（百万円）

差 額 
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
るもの 

株式 20,468 11,645 8,823 
債券 739,113 719,263 19,850 
 国債 448,164 434,038 14,125 
 地方債 132,193 128,832 3,360 
 短期社債 ― ― ― 
 社債 158,755 156,392 2,363 
その他 164,342 158,110 6,231 
 外国債券 130,038 127,798 2,240 
 その他 34,303 30,312 3,991 
小計 923,925 889,019 34,905 

連結貸借対照
表計上額が取
得原価を超え
ないもの 

株式 7,055 9,246 △2,191 
債券 5,004 5,078 △74 
 国債 3,176 3,236 △59 
 地方債 ― ― ― 
 短期社債 ― ― ― 
 社債 1,827 1,842 △15 
その他 45,056 46,493 △1,437 
 外国債券 24,728 24,876 △148 
 その他 20,327 21,616 △1,288 
小計 57,115 60,819 △3,703 

合 計 981,041 949,838 31,202 
 4. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成27年４月１日 至 平成28

年３月31日）  
 売却額

（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額 
（百万円） 

株式 2,006 472 152 
債券 209,288 661 1,476 
 国債 172,192 647 1,472 
 地方債 15,166 0 3 
 短期社債 ― ― ― 
 社債 21,928 14 0 
その他 31,180 943 75 
 外国債券 27,443 271 40 
 その他 3,736 671 34 

合 計 242,475 2,077 1,704 
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5. 減損処理を行った有価証券 
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）

については、①時価が取得原価に比べて50％以上下落している場合、又は、②時価が取
得原価に比べて30％以上50％未満下落している場合で、有価証券発行会社の財務状況
や過去の時価の推移等を勘案し、時価の回復可能性があると認められる場合を除き、当
該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損
失として処理（以下「減損処理」という｡）しております。 
当連結会計年度における減損処理額は、５百万円（うち株式５百万円）であります。 

 
 （金銭の信託関係） 
運用目的の金銭の信託（平成28年３月31日現在）  

 連結貸借対照表計上額
（百万円）

当連結会計年度の損益に含まれた 
評価差額（百万円） 

運用目的の金銭の信託 1,999 ― 
 
 （税効果会計関係） 

｢所得税法等の一部を改正する法律｣（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を
改正する等の法律｣（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成
28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げが行われることとなり
ました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従
来の32.0％から、平成28年４月１日に開始する連結会計年度及び平成29年４月１日に開
始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7％に、平成30年４月１
日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.4％となりま
す。この税率変更により、繰延税金負債が137百万円、退職給付に係る調整累計額が49百
万円、繰延ヘッジ損益が46百万円、繰延税金資産が12百万円それぞれ減少し、その他有価
証券評価差額金が502百万円、法人税等調整額は282百万円それぞれ増加しております。
再評価に係る繰延税金負債は288百万円減少し、土地再評価差額金は同額増加しておりま
す。土地特別積立金は３百万円減少し、固定資産圧縮積立金は同額増加しております。 
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から繰越

控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年４月１日以後に開始する連結会計年
度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年４月１日以後に開始する
連結会計年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正される
ことになりましたが、当行グループにおける当連結会計年度の繰延税金資産及び法人税等
調整額への影響は軽微であります。 
 

 （１株当たり情報） 
１株当たりの純資産額 891円26銭
１株当たりの当期純利益金額 39円82銭
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